
―お知らせ―

平成２３年６月２０日から

機械類等の輸入承認申請に係る

窓口申請日が変わります

外国為替及び外国貿易法第５２条に基づき輸入の承認を要する貨物となっ

ている「機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品」の

輸入の承認に係る窓口申請日は、火曜日及び木曜日としていましたが、平成

２３年６月２０日（月）より、月曜日から金曜日のすべての曜日（祝日を除

く。）で申請可能となります。

機械類等の輸入承認申請を窓口にて行う方におかれましては、ご注意いた

だきますようお願いいたします。

（１）申請窓口・問い合わせ先

貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課（本館１４Ｆ西８）

住 所：〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１

電 話：０３－３５０１－１６５９

ＦＡＸ：０３－３５０１－０９９７

（２）申請書の受付時間（土曜、日曜、祝日を除く。）

申請：午前１０時～１１時４５分、１３時３０分～１５時３０分

受取：午前１０時～１１時４５分、１３時３０分～１７時


